
貿一約款・新旧対照表 

新 旧 備考 

貿易一般保険約款 

 

平成13年４月１日 01-制度-00001

沿革 平成14年２月１日 一部改正

平成15年３月14日 一部改正

平成15年９月24日 一部改正

平成16年９月28日 一部改正

平成17年３月29日 一部改正

平成17年９月16日 一部改正

平成18年12月27日 一部改正

平成19年２月27日 一部改正

平成20年９月19日 一部改正

 

第１条～第11条 （略） 

 

（他の保険契約の通知義務） 

第12条 保険契約者又は被保険者は、輸出契約等について、この約款のてん補する

危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事

実を知った日から１月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約につ

いて日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 

（包括特約書による保険契約以外の場合の他の保険契約の通知義務） 

第12条の２ 前条の規定にかかわらず、保険契約者又は被保険者は、輸出契約等に

ついて、保険契約者又は被保険者が一定の期間内に締結する輸出契約等について

包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合で

あって、当該保険契約以外の保険契約を申込むときは、保険契約申込み時にその

旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 

 

第13条～第41条 （略） 

 

貿易一般保険約款 

 

平成13年４月１日 01-制度-00001

沿革 平成14年２月１日 一部改正

平成15年３月14日 一部改正

平成15年９月24日 一部改正

平成16年９月28日 一部改正

平成17年３月29日 一部改正

平成17年９月16日 一部改正

平成18年12月27日 一部改正

平成19年２月27日 一部改正

 

 

第１条～第11条 （略） 

 

（他の保険契約の通知義務） 

第12条 保険契約者又は被保険者は、輸出契約等について、この約款のてん補する

危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事

実を知った日から１月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約につ

いて日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

第13条～第41条 （略） 
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貿一約款・新旧対照表 

新 旧 備考 

 

  附 則 

 この改正は、平成20年10月１日から実施する。 

   

 

2 


